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報道発表資料の配付日時　３月５日（水）15時00分 

 発 表 項 目 令和６年度（2024年度）第４回上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議の
  開催について

（ 行 事 名 ）

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者

  
 の お 知 ら せ   発表場所

  　上川中部地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図
 概 要 るため、第４回上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議を次のとおり開催

します。 
 １　日時　令和７年（2025年）３月１２日（水）　18:30～19:30

 ２　場所　上川総合振興局　１０１会議室（Ｗｅｂ併用）
 ３　出席者（予定）
 　（委員所属団体）

　上川町社会福祉協会、旭川消費者協会、旭川市医師会、上川郡中央医

師会、旭川歯科医師会、旭川薬剤師会、旭川社会福祉施設協議会、旭川
市訪問看護ステーション連絡協議会等保健医療福祉関係団体、旭川市ほ

 か上川中部９町、学識経験者、その他関係団体ほか　委員総数　２６名
 　（事務局）

 道：保健行政室長、企画総務課長　ほか
 ４　主な議題

(１)各専門部会等の活動状況報告について 

(２)令和６年度以降の上川中部圏域地域推進方針進捗状況の確認について

 参 考 「上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱」は、別添のとおりで

 す。また、資料については、当日、会場で配布します。

 報 道 ( 取 材 )  
 に 当 た っ て   
 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)
 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室（北海道上川保健所） 

 （ 連 絡 先 ） 企画総務課　（担当者：企画総務課長　中原　裕志） 
ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１６６－４６－５１３９ 

内線　３６００　　　　　　



 

上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱 

（設置） 

第１条 上川中部地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、上川中部保

健 医療福祉圏域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 

（１）上川中部地域の保健医療福祉に関すること。 

（２）その他、連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 連携推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから北海道上川総合振興局長が委嘱する。 

（１）保健医療福祉サービスの受益者 

（２）保健医療福祉サービスの提供者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）その他必要と認められる者 

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 連携推進会議に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、議事及びその他の会務を総理する。 

４ 副会長は、会長が委員から指名する。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、次条により設置された専門部会委員を含めた連携推進会議を開催できる。 

３ 会長が必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き又は説明を求めること

ができる。 

（専門部会） 

第６条 連携推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門部会構成委員をもって組織する。 

（事務局） 

第７条 事務局は、北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項は、委員と協議のうえ

定める。 

 附則 

１ この要綱は、平成２０年６月５日から施行する。 

２ 第３条第２項の規定にかかわらず、設置時における委員の任期は平成２２年３月３１日までとす 

る。 

  附則 

    この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

    この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

    この要綱は、平成２８年６月２８日から施行する。 

    この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 



 

上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議 在宅医療専門部会運営要領 

 

第１ 目的 

  この要領は上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議要綱第５条の規定に基づき設置する在宅医療

専門部会（以下、「部会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

    なお、この部会は「在宅医療提供体制強化事業実施要綱第２の１（１）」に基づく「多職種連携

協議会」とみなすものとする。 

 

第２  所掌事項 

  部会は、次の事項について協議するものとする。 

 （１）在宅医療（終末医療を含む）の提供体制に関すること。 

 （２）医療と介護の連携に関すること。 

 （３）在宅医療における多職種連携に関すること。 

 （４）その他、部会の目的達成のため必要と認められること。 

 

第３ 組織 

  部会は、別紙の構成員をもって組織する。 

２ 構成員の任期は２年以内とする。ただし、構成員が欠けた場合における後任の構成員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 部会には会長を置き、構成員が互選したものをもって充てる。 

  なお、必要に応じて、副会長を置くことができる。 

 

第４ 運営 

  会議は、必要の都度、会長が招集する。 

  なお、必要に応じて、構成員以外の者を出席させることができる。 

 

第５ 庶務 

  部会の庶務は上川総合振興局保健環境部保健行政室（上川保健所）企画総務課において処理する。 

 

第６ その他 

  この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、構成員と協議の上、定める。 

 

附則 

 この要領は、平成 28年 10 月 12 日から施行する。 

              平成 29年 11 月 6 日一部改正 

 

 

 

 

 



 

上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議 難病対策専門部会運営要領 

 

第１ 目的 

  この要領は上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議要綱第５条の規定に基づき設置する難病専門

部会（以下、「部会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

  なお、この部会は「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、二次保健医療福祉圏域

毎に設置する「難病対策地域協議会」とみなすものとする。 

 

第２  所掌事項 

 部会は、次の事項について協議するものとする。 

 （１）難病対策に係る地域の課題に関すること。 

 （２）地域支援ネットワークの構築に関すること。 

 （３）難病対策に係る生活・雇用に関すること。 

 （４）その他、部会の目的達成のため必要と認められること。 

 

第３ 組織 

  部会は別紙の構成員をもって組織する。 

２ 構成員の任期は２年以内とする。ただし、構成員が欠けた場合における後任の構成員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 部会には会長を置き、構成員が互選したものをもって充てる。 

  なお、必要に応じて、副会長を置くことができる。 

４ 部会には、必要に応じて、ワーキンググループを設置することができる。ワーキンググループは

部会構成員のほか、必要に応じて、委員以外から出席させることができる。 

 

第４ 運営 

  会議は、必要の都度、会長が招集する。 

  なお、必要に応じて、構成員以外の者を出席させることができる。 

 

第５ 庶務 

  部会の庶務は上川総合振興局保健環境部保健行政室（上川保健所）健康推進課において処理する。 

 

第６ その他 

  この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、構成員と協議の上、定める。 

 

附則 

 この要領は、平成 28年 10 月 12 日から施行する。 

       平成 29年 11 月 6 日一部改正 

       令和 6年 8月 16 日一部改正 



 

上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議 救急医療専門部会運営要領 

 

第１条 目的 

 この要領は、上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱第５条の規定に基づき設置する救急

医療専門部会（以下「部会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 所掌事項 

 部会は、次の事項について協議するものとする。 

（１） 地域の救急医療体制の確保に関すること。 

（２） 救急医療に係る関係機関の連携調整に関すること 

（３） その他、救急医療の推進に関すること。 

 

第３条 組織 

 部会は、救急医療に関し識見する次の各号に掲げる構成員をもって組織する。 

（１）関係行政機関（各市町）の職員（救急担当課長又は主幹等）  

（２）関係団体（郡市医師会）の救急担当理事  

（３）救急医療機関等（救急医療に精通した救命救急センター等）の医療関係者（医師）  

（４）救急搬送機関（消防機関）の職員（救急担当課長又は主幹等）  

（５）その他必要と認められる者 

２ 構成員の任期は２年以内とする。ただし、構成員がかけた場合における後任の構成員の 

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会に会長を置き、構成員が互選した者を充てる。 

 

第４条 会議 

 部会の会議は、必要の都度、会長が招集する。 

なお、必要に応じて、構成員以外の者を出席させることができる。 

 また、会長が退任した後の会議の招集は、事務局が選定した構成員を会長（仮）と定め、直近の会

議において全ての構成員から会長を選任する。 

 

第５条 庶務 

 部会の庶務は、上川総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課において処理する。 

 

第７条 その他 

 この要領で定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、構成員と協議の上、定める。 

 

附則 

１ この要領は、平成２０年７月１６日から施行する。 

平成２２年 ４月  １日一部改正 

平成２４年 ４月  １日一部改正 

平成２８年 ９月１４日一部改正 

平成２９年１１月 ６日一部改正 

令和 ２年１１月 ４日一部改正 

 


